
大生院校区まちづくり集会 開催結果報告書 

開催日時    平成２１年７月９日（木） 

場  所    大生院公民館 

参加者数    男  ６７ 人    女 ６ 人    合計 ７３ 人 

 

 

 

○これからの１０年のまちづくりに向けての提言 

提言内容：新設広場の確保について 

 

１． 新居浜市連合自治会設定共通課題 

 

課題名（  ２１年１０月からの分別回収について     ） 

＜質問＞ 

 ごみの問題の前に聞く。 

 １６年の災害時に渦井川に堆積した土砂の清掃が終わってない個所があるので、早急に

して欲しい。 

 ごみの問題につきまして、集積場所の問題や土地を借りている物件についての助成など

についてお伺いしたい。、 

１０月以降の分別説明会において、ごみカレンダーが小さいので分別が分かりずらい、

初年度は大きくして欲しい。（二年目以降は既存の寸法で。）また、新９種分別になった時

の場所の確保ですが、地区によって狭い所があるが、どう考えているのか伺いたい。 

 

＜市長＞ 

 渦井川の件に関しては、後で同様の質問がありますので、その時に説明いたします。 



 集団回収の場所の確保はそれぞれの地区でお願いしているところです。また、資源ごみ 

の集団回収を積極的に行うには民地以外で自治会館などを利用していただき、道路上以外

の場所を確保していただきたい。 

定期収集での、ステーション設置基準や対策・補助に関しましては、燃やすごみや生ご 

みのステーション数は多く、資源ごみのステーション数は少ない。また、資源ごみは月の 

回収（収集）も少ないので出来るだけ集約して、ごみのボックスが置けるような、そんな 

イメージで検討して行きたい。 

 カレンダーにつきましては、環境部長の方から説明があります。 

 体のご不自由な方等のごみ出しについて、対象としては単身世帯の６０歳以上で要介護

の認定を受けた方や障害者手帳の１～２級とか、ある程度絞らせていただきます。また文

字による申請が難しい場合はヘルパー、ケアマネージャさんや民生委員さんでも申請がで

きます。申請については内容確認をさせていただきますが、収集が決定すれば週に 1 回ま

とめての回収になりますが、ごみが無い場合には安否確認も行えます。この制度は前回の

まちづくり校区集会におきまして有料化の説明の折に出された要望を基に行うことにいた

しました。 

＜部長＞ 

 カレンダーの件でございますが、もっと大きくとのご要望ですが、冷蔵庫に貼るなどの 

場合、これ以上大きいと不便かと思いますが。 

 

＜質問＞ 

 新９種分別説明用時にいただいた表の事を言っているのですが、既に印刷に出されてい

るとお聞きしましたので、役員や班長さんが自治会員や高齢者に説明しやすいように、 

もう少し大きくした物を検討していただきたい。 

＜部長＞ 

 出来るだけ工夫して配布したいと思います。 

 

＜質問＞ 

 ステーションには、場所代を支払っている所や自治会員の好意により設置している場合 

もあります。また、生ごみについては、衛生的な問題や他からの投げ込みを防止するため

蓋付の籠を設置することを検討していただきたい。 

 ふれあい収集については、もう少し簡単に手続きができるよう考えて欲しい。例えば、 

民生委員の証明や自治会長の印があれば出来るようお願いしたい。 

＜市長＞ 

 独居・介護認定・高齢・障害の基準は変えられないので、出来るだけ早く収集が行える 

ようにいたします。 

 



＜質問＞ 

 資源ごみの回収ですが、公共の収集車の識別はどうなっているのか？ごみも無いのに朝

の６時頃から巡回しており市のサービスなのか分かりませんが、市の委託業者か識別出来

ません。また、最近抜き去りの問題もあるのでその辺の対応はどうなのですか。 

＜部長＞ 

 新居浜市の委託車には委託の委の文字が明記されていますし、朝は７時３０分から作業 

開始ですので、いま言われました車両は、多分抜き去り車であろうと思われますので、な

にかありましたら市の方へご連絡ください。 

 

２． 校区設定市政課題 １ 

 

課題名（  下水・排水整備について     ） 

＜質問＞ 

 寺道橋東へ５０ｍ角の元木宅から徳永商店に至る大生院のメイン道路で車の往来が激し

いなか、どの様に工事を行うのか。 

・工事の概略。 

・工事の開始は。 

 ・全面通行止めの場合、う回路について。 

＜下水道建設課＞ 

 寺道橋から角まで残りの８ｍ程と、徳永酒店まで３００ｍを今年中に、３月までにそこ 

から１３０ｍ余りを行いたいと考えております。 

 う回路ですが、メイン道路が４ｍ程ですので通行が困難かと思いますので、徳永商店か

ら道が悪いですが右へ入ってもらいます（舗装は道路課に協力依頼）。また、川口橋から正

法寺の方へ抜けてもらいたいと考えております。ご不便をおかけしますが、ご協力のほど

宜しくお願いします。また、住友泉の水もカットしたいとのことなので、高橋鉄工から西

へ渦井川まで抜けるよう２２年度はこの工事を行いたいと考えております。なお、２３年

度もメイン道路を２１年度に引き続き川口橋付近まで行いたいと思います。 

 また、大生院団地につきましては、雤水が入りこむとのことなので、Ｕ型側溝を設け、

排水管に接続することで解消したいと考えております。この工事は既に発注しており夏ま

でには完了する予定です。ご不便をおかけいたしますが、宜しくお願いいたします。 

 

＜質問＞ 

 徳永商店から右へは、道路課長に回ってもらい舗装の協力を頂いた。ただ、一部狭い個

所と樹木が道路にはみ出ている個所があるので、伐採(剪定)をお願いします。う回路及び工

事の該当地域の方につきましては、トラブルのなきようご協力の程宜しくお願いします。 



＜下水道建設課＞ 

また、２７日の大生院自治会長会にお邪魔しまして、再度ご説明させていただきます。 

 

３． 校区設定市政課題 ２ 

 

課題名（ １１号線バイパス拡張工事（大生院地区）について  ） 

＜質問＞ 

 11 号線バイパス工事につきまして、21 年度の実施計画についてはどうなっているのか。

また、大生院農協の南側交差点の整備計画と下水整備につきましては、どうなるのか。 

＜市長＞ 

 11 号線バイパスは船木から大生院まで 9.3 ㎞ありまして、今 2.4 ㎞が共用開始しており

ます。東城から西の端、西の端から沢、沢から大生院までの 3 区間に分割して行っており、

本郷から沢までの買収につきましては 95.7%の用地取得が完了しております。沢から大生

院の区間全体では 6 月末現在で 44%の用地取得率です。今年度も大生院の用地取得を継続

しながら、JR 沿いの共用開始を早く行い、用地取得が出来た大生院の拡幅部分の工事を行

い、その後中村松木を買収していき、最後に船木区間の買収を行います。国の予定では平

成２０年代半ばにはこの地域の共用が開始する予定と聞いておりますので、関係者のみな

さまには、ご協力のほど宜しくお願いします。 

＜技術監＞ 

 大生院農協付近は現道から北側 20m 位を拡幅するようになりますが、交差点付近は広い

所で片側が 15m×15m 位あります。また、平成１６年から地元協議を重ねまして、南へ大

型車が通行するためタイヤの軌跡を考えてこの様な形（アール）を取らせていただきまし

た。 

 

＜質問＞ 

 M2 東北の旧街道の出入りはどの様なるのか。 

＜技術監＞ 

 東から西に向かって 11 号線に進入できますが、東への右折は中央分離帯があるため出来

ません。また 11 号線より旧街道への進入も出来ません。(一方通行です) 

 

＜質問＞ 

 横断歩道になるのか、30m を高齢者が渡るのは大変かと思うが、歩道橋を作る計画があ

ると思っていたが。それ以外だと橋の下を潜る通学路しかない。また、M2 付近の排水につ

きましても改良を期待します。 

 



＜技術監＞ 

 歩道橋は地元協議で出なかった要望ですが、歩道橋は階段であり(スロープにすれば距離

が必要となる)高齢者にはより大変になると思いますし、歩道橋を設置すれば横断歩道は無

くなります。今年度は予算的にも余裕がありますので、今年度・来年度位で用地取得を行

いたいと思いますので、ご協力をお願いします。また、排水につきましても拡幅工事に付

随して行う予定です。ただ、個人の意見での大幅変更はありませんが、個人の出入り口に

関しては、多少の変更は大丈夫ですのでご相談ください。用地取得状況により大生院地区

の早期着工が可能かと思いますので、ご協力をお願いいたします。 

 

４． 地域課題 

 

課題名（ 渦井川の整備について    ） 

＜質問＞ 

 水害で渦井川の土砂が堆積した問題で、渦井橋から川口橋までの堆積土砂の撤去につい 

てどの様に考えておられるのか。 

＜市長＞ 

 渦井川に関わらず、河川断面の高さの３割が県の撤去基準になっておりまして、３割を

超えた時は撤去するそうですが、県の調査では現段階３割に満たないので行ってないとの

ことです。当然、基準値以上を撤去すればより安全性が増すわけですので、市の立場とし

て要望を継続してまいります。 

 

課題名（  地域アダプト管理費用の負担について ） 

＜質問＞ 

 地域アダプト管理について、草刈りや除草剤の散布、トイレの管理等、重荷になってお

り、自治会費の値上げも難航している状況ですので、支援してもらえないだろうか。 

＜市長＞ 

 市のほうでは、この仕組みの中では個別に管理費を支払っている例はございません。 

１６年災害以降は切り詰めいたしましたが、１９年から防犯灯補助や地域コミニティー支

援金を支給し自治会活動のプラスになるようにいたしました。また今年は自治会館の改修

費なども倍増いたしております。あと、公園のまるごと管理を自治会に委託している例が 

があります。地域活動を活発にしていく大きなテーマのなかで、地域の予算の使い方につ

いては連合自治会長会においてその配分方法を議論しており、大生院から市全体のアダプ

トの問題を提案していただければと思っております。 

 

 



課題名（ 桜川堤防のかさ上げについて      ） 

＜質問＞ 

 平成１６年災害において桜川のＳ字カーブの氾濫で災害が発生しておりますので、再び

被害に遭わないよう対策をお願いいたします。 

＜市長＞ 

 視察いたしました。今後も新居浜市として管理者である愛媛県に要望してまいります。 

 

＜質問＞ 

 排水管につきましては改良区が関係するため別件になります。 

 また、市道の格上げについて市長と一緒に確認しましたが、４ｍ道路が確保出来るなら

との話ですが、難しいようです。 

 

その他 

 

＜質問＞ 

１１号線拡幅工事において、大生院区域内に在るバス停（中萩駅前・渦井川・桜木）３

個所の上下線とも少子・高齢化が急速に進んでいる中、夏季の熱中症予防や急な天候の変

化に対応するように、また、ちょっとした憩いの場所として、屋根・椅子付のバス停を設

置して欲しい。 

＜技術監＞ 

 バス停設置につきましては歩道幅に基準がありまして、大生院区域のバス停は本線より 

歩道側へバスの停車エリアを設けており、その分歩道幅が狭くなっていることから設置基

準に満たないと思われます。また、バス停の利用状況も設置条件として付加されますので、

難しいと思いますが、大生院地区の設置希望でありますから、国の方へは要望してまいり

ます。 

＜質問＞ 

 要望を重ねて行くことにより、大生院また市全体が良くなると思いますので、皆様方の 

ご協力を宜しくお願いいたします。本日はお疲れさまでした。 


